
平成２９年草加市議会２月定例会 市長提出議案等一覧 

【議案】 

第 １号議案 平成２８年度草加市一般会計補正予算（第４号） 

第 ２号議案 平成２８年度草加市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

第 ３号議案 平成２８年度草加市駐車場事業特別会計補正予算（第２号） 

第 ４号議案 平成２８年度草加都市計画事業新田駅西口土地区画整理事業特別会計

補正予算（第３号） 

第 ５号議案 平成２８年度草加市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

第 ６号議案 平成２９年度草加市一般会計予算 

第 ７号議案 平成２９年度草加市公共下水道事業特別会計予算 

第 ８号議案 平成２９年度草加市交通災害共済事業特別会計予算 

第 ９号議案 平成２９年度草加都市計画新田西部土地区画整理事業特別会計予算 

第１０号議案 平成２９年度草加市駐車場事業特別会計予算 

第１１号議案 平成２９年度草加都市計画事業新田駅西口土地区画整理事業特別会計

予算 

第１２号議案 平成２９年度草加市国民健康保険特別会計予算 

第１３号議案 平成２９年度草加市介護保険特別会計予算 

第１４号議案 平成２９年度草加市後期高齢者医療特別会計予算 

第１５号議案 平成２９年度草加市水道事業会計予算 

第１６号議案 平成２９年度草加市立病院事業会計予算 

第１７号議案 草加市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

第１８号議案 草加市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について 

第１９号議案 職員の育児休業等に関する条例及び草加市職員の勤務時間、休日及び

休暇に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

第２０号議案 草加市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

第２１号議案 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

第２２号議案 草加市開発・建築関係手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

第２３号議案 草加市体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

第２４号議案 草加市こども医療費支給に関する条例等の一部を改正する条例の制定

について 



第２５号議案 草加市在宅福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制

定について 

第２６号議案 草加市地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例の制定について 

第２７号議案 草加市在宅重度心身障害者手当支給条例の一部を改正する条例の制定

について 

第２８号議案 草加市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

第２９号議案 草加市自転車の安全な利用に関する条例の制定について 

第３０号議案 第四次草加市総合振興計画 基本構想及び第一期基本計画の一部改定

について 

第３１号議案 公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

 

【報告】 

第 １号報告 専決処分の報告について 

第 ２号報告 平成２９事業年度草加市土地開発公社事業計画書及び予算書の提出に

ついて 

第 ３号報告 平成２９年度公益財団法人草加市体育協会事業計画書の提出について 

第 ４号報告 平成２９年度公益財団法人草加市文化協会事業計画書の提出について 

 

【請願】 

請願第 １号 新田西部地域のコミュニティバス早期実現を求める請願書 
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議 案 

第１号議案 平成２８年度草加市一般会計補正予算（第４号） 

73,831,352千円

△ 260,390千円

73,570,962千円

補正予算の主な内容

　歳　入 (千 円)

款 補　正　額

１３　国庫支出金  △ 135,054 △ 20,794

△ 69,580

△ 6,690

△ 20,167

△ 15,850

29,226

11,036

4,005

△ 46,240

１４　県支出金 △ 4,468 6,841

△ 2,248

△ 17,395

△ 1,673

△ 5,042

△ 3,963

7,306

11,706

１６　寄附金 28,493 26,841

1,652

１７　繰入金 △ 149,361 △ 149,361

合　　　　　計 △ 260,390

★　被用者３歳以上中学校修了前負担金（10,000円）

★　被用者３歳以上中学校修了前負担金（15,000円）

★　非被用者負担金（10,000円）

★　非被用者負担金（15,000円）

★　特例給付負担金

⑤　保険基盤安定負担金（国民健康保険分）

⑥　ふるさと納税基金寄附金

⑦　被災者支援基金寄附金

　財政調整基金繰入金

★　被用者３歳未満児童手当負担金

　    　主　　　な　　　内　　　容

★　被用者３歳未満児童手当負担金

★　被用者３歳以上中学校修了前負担金（10,000円）

★　被用者３歳以上中学校修了前負担金（15,000円）

★　非被用者負担金（10,000円）

★　非被用者負担金（15,000円）

★　特例給付負担金

①　保険基盤安定負担金（国民健康保険分）

②　文化芸術振興費補助金

③　保育所等整備交付金

④　災害救助費繰替支弁金

　　補正前の歳入・歳出予算額　   　　   

　　歳入・歳出補正予算額　　　　    　  　

　　補正後の歳入・歳出予算額　   　　   

※丸番号及び記号については歳入の特定財源及び歳出の充当先事業を表したもの。
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　歳　出 (千 円)

款 補　正　額 特定財源

２　総務費 49,815 ⑥ 26,841

87,562

△ 73,081

④ 8,493

② 0

３　民生費 △ 8,705 ①⑤ 175,599

★ △ 149,880

△ 52,883

③ △ 7,004

18,125

7,338

８　土木費 △ 301,500 △ 45,000

△ 20,000

△ 35,000

△ 12,000

△ 15,500

△ 174,000

 　　 合　      　計 △ 260,390

・繰越明許費の補正　4事業 (千円)

分類 繰越額

18,487

3,327

21,502

95,900

・債務負担行為の補正(変更)

補正前 764,800千円

補正後 391,514千円

・排水施設整備事業［河川課］

・公共下水道事業特別会計繰出金［河川課］

・今様・草加宿道路整備事業［道路課］

繰越事業

　　　　　都市照明施設LED導入促進事業(平成28年度分)　平成28年度～平成38年度

限度額

通常事業
4事業

住民基本台帳事務（個人番号カード交付事業）

スポーツ振興事業（温水プール建物健全調査）

新田駅東口土地区画整理事業（区画街路築造工事及び公共下水道汚水枝線工事）

都市計画街路整備事業（用地取得）

・排水路整備事業［河川課］

・都市照明施設整備事業［交通対策課］

・被災者支援基金積立金［危機管理課］

・文化会館維持管理・芸術文化振興事業[文化観光課]　[財源振替]

・国民健康保険特別会計繰出金［保険年金課］

・児童手当事業[子育て支援課]

・民間保育推進事業［保育課］

・保育施設整備事業［保育課］

・生活保護関係事業［福祉課］

・生活困窮者自立支援事業［福祉課］

・道路舗装改良事業[道路課]

・橋りょう整備事業[道路課]

・財政調整基金積立金[財政課]

　    　主　　　な　　　内　　　容

・財務運営事業[財政課]
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第２号議案 平成２８年度草加市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

7,280,753千円

△ 127,400千円

7,153,353千円

補正予算の主な内容

　歳　入 (千 円)

　　　　　    款  補　正　額

１　負担金 0 0

３　国庫支出金 △ 95,700 △ 95,700

４　繰入金 △ 15,500 △ 15,500

７　市債 △ 16,200 △ 16,200

　 　合　　       計 △ 127,400

　歳　出 (千 円)

　　　　    　款  補　正　額 特定財源

1　総務費 △ 600 ②③ △ 600

２　事業費 △ 126,800 ①②③ △ 126,800

３　公債費 0 ① 0

　 　合　       　計 △ 127,400

・繰越明許費の補正　1事業 (千円)

分類 繰越額

通常事業
1事業

26,081

①負担金 [財源振替]  

②下水道事業費国庫補助金

・一般会計繰入金

③公共下水道債

　    　主　　　な　　　内　　　容

・需用費[下水道課］                            

・工事請負費[下水道課］［河川課］ 

・元金[下水道課］ [財源振替]                          

繰越事業

公共下水道汚水整備事業(新田駅区画街路築造工事及び汚水枝線工事)

　    　主　　　な　　　内　　　容

　　補正前の歳入・歳出予算額　   　　   

　　歳入・歳出補正予算額　　　　    　  　

　　補正後の歳入・歳出予算額　   　　   
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第３号議案 平成２８年度草加市駐車場事業特別会計補正予算（第２号） 

216,003千円

23,714千円

239,717千円

補正予算の主な内容

　歳　入 (千 円)

　　　　　 　款  補　正　額

３　繰越金 23,714 23,714

　 　合　　       計 23,714

　歳　出 (千 円)

　　　　   　款  補　正　額

１　事業費 23,714 23,714

　 　合　       　計 23,714

　　歳入・歳出補正予算額　　　　    　  　

　　補正後の歳入・歳出予算額　   　　   

　    　主　　　な　　　内　　　容

・繰越金

　    　主　　　な　　　内　　　容

・アコス地下駐車場事業費

　　補正前の歳入・歳出予算額　   　　   

 

 

第４号議案 平成２８年度草加都市計画事業新田駅西口土地区画整理事業特別会計補正予

算（第３号） 

・繰越明許費の補正　1事業 (千円)

分類 繰越額

通常事業
1事業

27,297

繰越事業

公共施設整備等関連事業(物件補償)
 

 

第５号議案 平成２８年度草加市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 

30,806,406千円

△ 104,037千円

30,702,369千円

補正予算の主な内容

　歳　入 (千 円)

　　　　　款  補　正　額

１　国民健康保険税 △ 334,537・医療給付費分現年課税分（一般被保険者） △ 516,294

・後期高齢者支援金分現年課税分（　　　〃　　　　） 193,841

・介護納付金分現年課税分（　　　〃　　　　） 41,489

・医療給付費分現年課税分（退職被保険者） △ 45,378

・後期高齢者支援金分現年課税分（　　〃　　）　 △ 3,342

・介護納付金分現年課税分（　　　〃　　） △ 4,853

　    　主　　　な　　　内　　　容

　　補正後の歳入・歳出予算額　   　　   

　　補正前の歳入・歳出予算額　   　　   

　　歳入・歳出補正予算額　　　　    　  　
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　　　　　款  補　正　額

４　国庫支出金 △ 35,708 △ 67,670

31,962

５　療養給付費等交付
金

△ 36,276 △ 36,276

７　県支出金 △ 64,270 31,962

Ｅ 財政調整交付金 △ 96,232

８　共同事業交付金 191,155 170,280

Ｇ 保険財政共同安定化事業交付金 20,875

１０　繰入金 175,599 8,252

22,073

145,274

　 　合　　       計 △ 104,037

　歳　出 (千 円)

　　　　   款  補　正　額 特定財源

２　保険給付費 △ 156,736 Ｃ △ 125,213

Ｃ △ 31,523

３　後期高齢者支援金
等

0 ＡＣ 0

６　介護納付金 0 Ａ 0

７　共同事業拠出金 52,699 ＢDＦ 127,848

EＧ △ 75,149

　 　合　       　計 △ 104,037

・保険給付事業（退職者等療養の給付）

・保険給付事業（退職者等高額療養費）

・後期高齢者支援金等　[財源振替]

・介護納付金　[財源振替]

・共同事業拠出金（医療費）

・保険財政共同安定化事業医療費拠出金

　    　主　　　な　　　内　　　容

Ａ 療養給付費等負担金

Ｂ 高額医療費共同事業負担金

Ｃ 療養給付費等交付金

Ｄ 高額医療費共同事業負担金

Ｆ 共同事業交付金

・保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）

・保険基盤安定繰入金（保険者支援分）

・療養給付費助成金

　    　主　　　な　　　内　　　容
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第６号議案 ～ 第１４号議案 

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減 額

73,613,000 71,484,000 2,129,000 3.0

公 共 下 水 道 事 業 7,420,567 7,278,919 141,648 1.9

交 通 災 害 共 済 事 業 36,231 42,211 △ 5,980 △ 14.2

新 田 西 部 土 地 区 画 整 理 事 業 215,496 250,332 △ 34,836 △ 13.9

駐 車 場 事 業 216,759 216,003 756 0.3

新田駅西口土地区画整理事業 919,397 528,617 390,780 73.9

国 民 健 康 保 険 31,537,727 30,635,161 902,566 2.9

介 護 保 険 13,630,256 13,763,424 △ 133,168 △ 1.0

後 期 高 齢 者 医 療 2,496,985 2,406,067 90,918 3.8

小　　　　　　　計 56,473,418 55,120,734 1,352,684 2.5

130,086,418 126,604,734 3,481,684 2.8

特
　
　
　
別
　
　
　
会
　
　
　
計

合             　　計

（単位　千円）

区　　　　　　　　分 増 減 率 (％)

一　　　般　　　会　　　計
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第１５号議案 平成２９年度草加市水道事業会計予算 

１　収益的収支 [単位：千円]

平成２９年度 平成２８年度 比較増減 増減率（％）

営　　業　　収　　益 4,297,912 4,299,917 △ 2,005 △ 0.0%

　　給水収益 3,966,840 3,981,960 △ 15,120 △ 0.4%

　　受託工事収益 11,519 8,245 3,274 39.7%

　　その他の営業収益 319,553 309,712 9,841 3.2%

営　　業　　費　　用 4,178,924 4,064,065 114,859 2.8%

　　原水及び浄水費 1,912,141 1,907,163 4,978 0.3%

　　配水及び給水費 472,952 421,772 51,180 12.1%

　　受託工事費 43,650 34,867 8,783 25.2%

　　業務費 298,401 291,405 6,996 2.4%

　　総係費 238,157 285,188 △ 47,031 △ 16.5%

　　減価償却費 997,579 974,257 23,322 2.4%

　　資産減耗費 215,994 149,363 66,631 44.6%

　　その他営業費用 50 50 0 0.0%

営　　業　　利　　益 118,988 235,852 △ 116,864 △ 49.5%

営 業 収 支 比 率 102.8% 105.8% △ 3.0 －

営　業　外　収　益 239,990 234,055 5,935 2.5%

営　業　外　費　用 83,803 114,130 △ 30,327 △ 26.6%

経　　常　　利　　益 275,175 355,777 △ 80,602 △ 22.7%

経 常 収 支 比 率 106.5% 108.5% △ 2.0 －

特　　別　　利　　益 3 3 0 0.0%

特　　別　　損　　失 1,591 2,211 △ 620 △ 28.0%

予 　　　備　 　　費 2,000 2,000 0 0.0%

4,537,905 4,533,975 3,930 0.1%

4,266,318 4,182,406 83,912 2.0%

271,587 351,569 △ 79,982 △ 22.8%

　　※主な項目のみ記載しています

２　資本的収支 [単位：千円]

平成２９年度 平成２８年度 比較増減 増減率（％）

資　本　的　収　入 156,875 137,759 19,116 13.9%

　　工事負担金 156,874 137,758 19,116 13.9%

　　資産売却代金 1 1 0 0.0%

資　本　的　支　出 2,674,903 1,766,114 908,789 51.5%

　　建設改良費 2,492,383 1,588,914 903,469 56.9%

　　企業債償還金 182,520 177,200 5,320 3.0%

収　　支　　不　　足　　額 △ 2,518,028 △ 1,628,355 △ 889,673 54.6%

３　業務状況

平成２９年度 平成２８年度 比較増減

給水戸数 123,300戸 123,000戸 300戸

年間総給水量 26,200,000㎥ 26,200,000㎥ 0㎥

一日平均給水量 71,781㎥ 71,781㎥ 0㎥

区分　　　　　　　　　               年度 備　　　　　考

事　　　業　　　収　　　益

事　　　業　　　費　　　用

当  年  度  純  利  益

区分　　　　　　　　　　              年度 備　　　　考

区分　　　　                　　　　　年度 備　　　　考

営
　
業
　
収
　
支

営
業
外
・
特
別
損
益
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第１６号議案 平成２９年度草加市立病院事業会計予算 

１　収益的収支 [単位：千円]

平成２９年度 平成２８年度 比較増減 増減率

医　　業　　収　　益 11,874,584 11,675,022 199,562 1.7%

　　入　院　収　益 7,722,717 7,546,694 176,023 2.3%H29：85.0％、H28：85.0％

　　外　来　収　益 3,466,483 3,484,420 △ 17,937 △0.5%

医　　業　　費　　用 13,111,518 12,998,826 112,692 0.9%

　　給 　　与 　　費 6,299,999 6,187,593 112,406 1.8%

　　材 　　料　 　費 3,107,047 3,096,624 10,423 0.3%

　　経   　　　　　費 2,528,395 2,593,598 △ 65,203 △2.5%

　　減 価 償 却 費 1,120,388 1,075,673 44,715 4.2%

　　資 産 減 耗 費 12,330 6,000 6,330 105.5%

医　　業　　利　　益 △ 1,236,934 △ 1,323,804 86,870 △6.6%

医 業 収 支 比 率 90.6% 89.8% 0.8% 0.9%

医　業　外　収　益 1,237,699 1,358,793 △ 121,094 △8.9%

医　業　外　費　用 483,164 519,438 △ 36,274 △7.0%

経　　常　　利　　益 △ 482,399 △ 484,449 2,050 △0.4%

経 常 収 支 比 率 96.5% 96.4% 0.1% 0.1%

特　　別　　利　　益 2,100 2,100 0 0.0%

特　　別　　損　　失 4,780 14,680 △ 9,900 △67.4%

予 　　　備　 　　費 2,000 2,000 0 0.0%

13,114,383 13,035,915 78,468 0.6%

13,601,462 13,534,944 66,518 0.5%

△ 487,079 △ 499,029 11,950 △2.4%

96.4% 96.3% 0.1% 0.1%

※　主な項目のみ記載しています。

２　資本的収支 [単位：千円]

平成２９年度 平成２８年度 比較増減 増減率

資　本　的　収　入 677,161 814,175 △ 137,014 △16.8%

　　企　　　業　　　債 196,000 282,000 △ 86,000 △30.5%

　　負　　　担　　　金 480,112 532,075 △ 51,963 △9.8%

　　国・県補助金 949 0 949 -

　　固定資産売却代金 100 100 0 0.0%

資　本　的　支　出 1,133,762 1,536,653 △ 402,891 △26.2%

　　病院改築工事費 0 210,600 △ 210,600 △100.0%

　　固定資産購入費 627,832 662,218 △ 34,386 △5.2%

　　企業債償還金 499,930 657,835 △ 157,905 △24.0%

　　修学資金貸付金（投資） 6,000 6,000 0 0.0%

収　　支　　不　　足　　額 △ 456,601 △ 722,478 265,877 △36.8%

３　繰入金 [単位：千円]

平成２９年度 平成２８年度 比較増減 増減率

収益的収入（３条分） 1,099,888 1,098,640 1,248 0.1%

資本的収入（４条分） 480,112 532,075 △ 51,963 △9.8%　同　上

1,580,000 1,630,715 △ 50,715 △3.1%

４　業務状況

平成２９年度 平成２８年度 比較増減

病床利用率 85.0% 85.0% 0.0%

入院延患者数 117,895人 117,895人 0人

一日平均 323人 323人 0人

診療単価 65,500円 64,010円 1,490円

外来延患者数 239,305人 242,302人 △ 2,997人

一日平均 893人 907人 △ 14人

診療単価 14,480円 14,380円 100円

外
来

Ｈ29年度：268日、Ｈ28年度：267日

繰

入

金

いずれも全額基準内繰入金

繰入金合計

区分　　　　　　　　　               年度 備　　　　　考

入
院

Ｈ29年度：365日、Ｈ28年度：365日

区分　　　　　　　　　               年度 備　　　　考

当  年  度  純  利  益

総　収　支　比　率

区分　　　　　　　　　　              年度 備　　　　考

医
業
外
・
特
損
益

事　　　業　　　収　　　益

事　　　業　　　費　　　用

区分　　　　                　　　　　年度 備　　　　考

医
　
業
　
収
　
支
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第１７号議案 草加市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

１ 目的 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番

号法」といいます。）の一部改正等に伴い、独自利用事務において情報連携が必要な特

定個人情報を追加するとともに、条文の所要の整備を行うものです。 

２ 内容 

 ⑴ 独自利用事務において情報連携が必要な特定個人情報の追加 

番号法の一部改正により、独自利用事務※において「身体障害者福祉法による身体

障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉

手帳に関する情報」の情報連携を行うことができることとなったことから、次の事務

において利用できる特定個人情報（個人番号を含む個人情報をいいます。）に当該情

報を追加します。 

※独自利用事務 

個人番号の利用が可能となる事務として当該条例別表第１に定める法定利用事務以

外の事務。なお、当該事務における他団体との情報連携は、個人情報保護委員会が

示した番号法別表第２の事務に準ずる独自利用事務のみが対象となる。 

事務 特定個人情報 

草加市在宅重度心身障

害者手当支給条例による

在宅重度心身障害者手

当の支給に関する事務 

・生活保護関係情報 

・地方税関係情報 

・中国残留邦人等支援給付等関係情報 

・外国人生活保護措置関係情報 

・身体障害者福祉法による身体障害者手帳又は精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者

保健福祉手帳に関する情報 

また、私立幼稚園就園奨励費の交付制度の改正に伴い、当該制度に係る事務にお

いて次の特定個人情報を利用する必要が生じたことから、次のとおり情報を追加し

ます。 
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事務 特定個人情報 

私立幼稚園就園奨励費

の交付に関する事務 

・生活保護関係情報 

・地方税関係情報 

・中国残留邦人等支援給付等関係情報 

・外国人生活保護措置関係情報 

・身体障害者福祉法による身体障害者手帳又は精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者

保健福祉手帳に関する情報 

・特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別

児童扶養手当の支給に関する情報 

・国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報 

 ⑵ 情報連携が必要な特定個人情報の削除 

当該条例別表第２に定める次の特定個人情報について、番号法の規定により情報連

携を行うことが可能となったことから、当該情報に係る規定を削除します。 

事務 特定個人情報 

身体障害者福祉法による

障害福祉サービス、障害者

支援施設等への入所等の

措置等に関する事務 

生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金の支

給に関する情報であって規則で定めるもの 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す

る法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関す

る情報であって規則で定めるもの 

⑶ その他 

条文の所要の整備を行います。 

３ 施行期日 

  平成２９年５月３０日から施行します。 
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第１８号議案 草加市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について 

１ 目的 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正

に伴い、情報提供等記録を訂正した際の通知先の範囲を拡大するとともに、条文の所要

の整備を行うものです。 

２ 内容 

⑴ 情報提供等記録を訂正した際の通知先の範囲の拡大 

実施機関が情報提供等記録※の訂正を実施した場合に通知する相手方（情報提供等

記録の提供先）の範囲を次のように改めます。 

【改正前】総務大臣＋情報照会者又は情報提供者 

        ↓ 

【改正後】総務大臣＋情報照会者、情報提供者、条例事務※関係情報照会者 

          又は条例事務関係情報提供者 

※情報提供等記録 

特定個人情報の情報連携を行った際に記録される情報照会者及び情報提供者の名称

並びに提供された特定個人情報の項目等に係る情報 

※条例事務 

番号法第９条第２項に基づき条例で定める個人番号の独自利用事務 

⑵ その他 

条文の所要の整備を行います。 

３ 施行期日 

平成２９年５月３０日から施行します。 

 

第１９号議案 職員の育児休業等に関する条例及び草加市職員の勤務時間、休日及び休暇

に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

１ 目的 

  平成２８年度の人事院勧告に鑑み、職員の育児休業等（育児休業及び部分休業）及び

特別休暇（育児休暇、子の看護休暇等）等の対象となる子の範囲の拡大等を行うもので

す。 
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２ 内容 

⑴ 職員の育児休業等に関する条例の一部改正 

育児休業等の対象となる「子」の範囲に、養子縁組里親（養子縁組を前提として、

要保護児童（１８歳未満）を養育する里親をいいます。）としての職員に委託しよう

としたものの、実親等の同意が得られなかったため、養育里親としての職員に委託さ

れた者を追加するものです。 

⑵ 草加市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正 

特別休暇等の対象となる「子」の範囲に、次の者を追加等するものです。 

ア 特別養子縁組※監護期間（６か月以上の試験養育期間）中の子 

イ 養子縁組里親である職員に委託されている子 

※特別養子縁組 

原則として６歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに、未成年者とそ

の実親側との法律上の親族関係を消滅させ、実親子関係に準じる安定した養親子関

係を家庭裁判所が成立させる縁組制度 

３ 施行期日 

  平成２９年４月１日から施行します。 

 

第２０号議案 草加市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

１ 目的 

  人事院規則の一部改正に鑑み、職員の配偶者同行休業の期間について再度の延長がで

きる特別の事情を定めるものです。 

２ 内容 

配偶者同行休業の期間を延長した後、その期間満了日において次の事情がある場合は、

再度の延長ができるものとします。 

⑴ 配偶者の国外勤務が延長となり、かつ、その延長が当初の延長の請求時に未確定で

あった場合 

⑵ ⑴の場合に準じると任命権者が認める事情があった場合 

３ 施行期日 

公布の日から施行します。 
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第２１号議案 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

１ 目的 

職務の状況及び平成２８年１１月１４日付け草加市特別職報酬等審議会の答申に鑑み、

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の報酬額を見直すものです。 

２ 内容 

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の報酬額を次のように見直します。 

⑴ 学校医及び学校歯科医 年額１３０，０００円 → 年額１８０，０００円 

⑵ 学校薬剤師      年額 ９８，０００円 → 年額１０８，０００円 

３ 施行期日 

平成２９年４月１日から施行します。 

 

第２２号議案 草加市開発・建築関係手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

１ 目的 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行等に伴い、低炭素建築物新築

等計画の認定申請、建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性判定申請等に対する審

査手数料を設定するとともに、条文の所要の整備を行うものです。 

２ 内容 

⑴ 「モデル建物法」による低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等の設定 

ア 「モデル建物法」による低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の設定 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行により、低炭素建築物※

の省エネ性能を算出する計算方法にいわゆるモデル建物法（建物用途ごとに建物形

状や室用途構成などを想定（モデル建物）し、それに対する外壁や設備の仕様に係

るエネルギー消費量等を算定、評価する方法）が新たに加えられたことから、「モ

デル建物法」による低炭素建築物新築等計画の認定申請に対する審査手数料を次の

とおり設定します。 

※低炭素建築物 

ＣＯ₂ 削減のための高断熱化、高性能な住宅設備（太陽光パネル・高性能エア

コン・高効率給湯器等）を設置することで地球温暖化対策に主眼をおいた建築

物 
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表１ 住宅用途を含む建築物の住宅用途以外の部分及び非住宅建築物 

建築物の床面積 
市長が別に定める場合(モデル建物法で

計算した場合） 

300㎡以内 91,000円 

300㎡を超え、2,000㎡以内のもの 158,000円 

2,000㎡を超え、5,000㎡以内のもの 259,000円 

5,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの 343,000円 

10,000㎡を超え、25,000㎡以内のもの 414,000円 

25,000㎡を超えるもの 486,000円 

※「モデル建物法」による低炭素建築物新築等計画の変更認定申請手数料は、上

表の認定申請手数料の半額です。 
 

イ 設計住宅性能評価書の写しによる低炭素建築物新築等計画の認定申請に対する審

査手数料の設定 

低炭素建築物新築等計画の認定申請について、住宅の品質確保の促進等に関する

法律に基づく「設計住宅性能評価書」の写しの提出により行う場合の審査手数料を

新たに設定します。 

なお、審査手数料の額は、当該計画が基準に適合していることを示す書類（適合

証）の提出により行う場合と同額（次表の額）とします。 

表２ 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の一例 

   （設計住宅性能評価書の写し又は適合証ありの場合） 

住宅の戸数 認定申請手数料 

１戸（戸建を含む。） 5,000円 

１戸を超え、５戸以内のもの 10,000円 

５戸を超え、１０戸以内のもの 18,000円 

１０戸を超え、２５戸以内のもの 31,000円 

２５戸を超え、５０戸以内のもの 52,000円 

 

⑵ 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料等の設定 

ア 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の設定 

平成２９年４月１日から、延床面積２，０００㎡以上の非住宅（店舗、事業所

等）に対し、省エネルギー基準への適合義務が課されたことから、建築物エネル

ギー消費性能適合性判定申請に対する審査手数料を次のとおり新たに設定します。 



- 15 - 

表３ 住宅用途を含む建築物の住宅用途以外の部分及び非住宅建築物 

建築物の床面積 
モデル建物法以外に

よる場合 

モデル建物法による

場合 

300㎡未満 267,000円 102,000円 

300㎡以上、2,000㎡未満 432,000円 171,000円 

2,000㎡以上、5,000㎡未満 616,000円 277,000円 

5,000㎡以上、10,000㎡未満 759,000円 362,000円 

10,000㎡以上、25,000㎡未満 898,000円 435,000円 

25,000㎡以上 1,024,000円 510,000円 

※建築物エネルギー消費性能適合性判定の変更認定申請手数料については、上表

の判定申請に対する審査手数料の半額とします。 

 

イ 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付手数料の設定 

建築物エネルギー消費性能適合性判定を既に受けた建物の建築工事中に行った

変更が、新たに適合性判定を要さない軽微な変更に該当する旨の証明書の交付申請

に係る審査手数料を新たに設定します。 

なお、交付手数料の額は、表３の審査手数料の半額とします。 

⑶ その他 

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部改正に伴い廃止される「登録建築

物調査機関」を低炭素建築物新築等計画の認定に係る技術的審査機関から除くほか、

条文の所要の整備を行います。 

３ 施行期日 

  平成２９年４月１日から施行します。 
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第２３号議案 草加市体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について 

１ 目的 

草加市営吉町グランド庭球場のコートを全面改修することに伴い、当該施設の使用料

を改定するとともに、名称を変更するものです。 

２ 内容 

⑴ 使用料の改定 

草加市営吉町グランド庭球場の使用料を次のように改定します。 

ア 一般    １面１時間１５０円 → １面１時間４００円 

イ 児童 生徒 １面１時間 ７０円 → １面１時間２００円 

⑵ 名称の変更 

現在の名称「草加市営吉町グランド庭球場」を「草加市営吉町テニスコート」に変

更します。 

３ 施行期日等 

⑴ 施行期日 

  平成２９年１０月１日から施行します。 

⑵ 経過措置 

改正後の使用料は施行期日以後の使用について適用し、同日前の使用に係る使用料

については、従前の例によるものとします。 

 

第２４号議案 草加市こども医療費支給に関する条例等の一部を改正する条例の制定につ

いて 

１ 目的 

こども医療費の支給対象者について明確化するとともに、児童福祉法の一部改正に伴

い、条文の所要の整備を行うものです。 

２ 内容 

⑴ こども医療費の支給対象者の明確化 

児童福祉施設又はその他の法令による措置により施設等に入所し、医療費の全額を

国又は地方公共団体に負担される状態となったこどもについては、保護者が監護でき

る状況にないことから、こども医療費支給の対象外とすることについて明確化するも

のです。 
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⑵ 条文の所要の整備 

児童福祉法の一部改正に伴い、次の条例について条文の所要の整備を行います。 

ア 草加市こども医療費支給に関する条例 

イ 草加市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例 

ウ 草加市重度心身障害者医療費支給に関する条例 

３ 施行期日 

平成２９年４月１日から施行します。ただし、こども医療費の支給対象者の明確化に

ついては公布の日から施行します。 

 

第２５号議案 草加市在宅福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

１ 目的 

介護保険法の一部改正に伴い、草加市在宅福祉センターの利用対象者の範囲の見直し

を行うものです。 

２ 内容 

介護予防サービスである「介護予防通所介護」が、介護予防・日常生活支援総合事業

の第１号事業（居宅要支援被保険者等に対して行われる訪問、通所、生活支援事業をい

います。）に移行したことに伴い、在宅福祉センターの利用対象者を次のように改めま

す。 

【改正前】       【改正後】 

要介護被保険者  →  居宅要介護被保険者（内容は同じ） 

要支援被保険者  →  居宅要支援被保険者等（居宅要支援被保険者及び厚生労

働大臣が定める基本チェックリスト該当者） 

３ 施行期日 

平成２９年４月１日から施行します。 
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第２６号議案 草加市地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例の制定について 

１ 目的 

介護保険法施行規則の一部改正に鑑み、地域包括支援センターに置くべき主任介護支

援専門員の資格要件の見直しを行うとともに、条文の所要の整備を行うものです。 

２ 内容 

⑴ 主任介護支援専門員の資格要件の見直し 

主任介護支援専門員の資格要件を次のように見直します。 

【改正前】 

主任介護支援専門員研修※を修了した者 

↓ 

【改正後】 

主任介護支援専門員研修を修了した者であって、主任介護支援専門員研修修了日

又は主任介護支援専門員更新研修修了日から５年を超えない期間ごとに主任介護

支援専門員更新研修を修了した者 

※主任介護支援専門員研修 

介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する介護支援専門員を対象

として行われる研修 

⑵ その他 

条文の所要の整備を行います。 

３ 施行期日 

公布の日から施行します。 
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第２７号議案 草加市在宅重度心身障害者手当支給条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

１ 目的 

在宅重度心身障害者手当（以下「手当」といいます。）の支給対象者の要件を明確化

するとともに、条文の所要の整備を行うものです。 

２ 内容 

⑴ 支給対象者の要件の明確化 

満６５歳以上で月額５，０００円の手当を受給することできる障害者の要件につい

て次のとおり明確化するものです。 

 

【改正前】手当の支給対象の障害者が満６５歳になった日の属する月の手当の額は、

満６５歳未満の手当の額（５，０００円）と同額 

↓ 

【改正後】手当の支給対象の障害者で満６５歳となる日の前日までに手当の申請をし

たものが満６５歳になった日の属する月以降の手当の額は、満６５歳未満

の手当の額（５，０００円）と同額 

 

⑵ その他 

条文の所要の整備を行います。 

３ 施行期日 

平成２９年４月１日から施行します。ただし、支給対象者の要件の明確化については

公布の日から施行します。 
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第２８号議案 草加市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

１ 目的 

廃棄物再生事業者登録制度※の事務が埼玉県から移譲されることに伴い、当該登録に

必要な申請手数料を新たに定めるものです。 

※廃棄物再生事業者登録制度 

廃棄物の再生を業として営んでいる者の資質向上及び一般廃棄物の再生への協力体制

の整備を図ることを目的に、これらの事業を営んでいる者について一定の基準を充足

していることを要件とする登録制度 

２ 内容 

廃棄物再生事業者の登録申請及び登録証明書の再交付に係る手数料として、次の額を

定めます。 

⑴ 登録申請手数料 ４０，０００円 

⑵ 登録証明書再交付申請手数料 ２，０００円 

３ 施行期日 

平成２９年４月１日から施行します。 

 

第２９号議案 草加市自転車の安全な利用に関する条例の制定について 

１ 目的 

自転車の安全な利用に関する基本理念、市、自転車利用者、市民等の責務等を明らか

にするとともに、自転車の安全な利用の促進に関する施策の基本事項等を定めることに

より、交通事故のない安全で安心なまちづくりに寄与するものです。 

２ 内容 

⑴ 基本理念 

自転車は、市民の日常生活において、高い利便性を有し、地球環境に優しく、健康

増進にも寄与する重要な役割を果たす乗り物であることに鑑み、その安全な利用を促

進するものとします。 

⑵ 市、自転車利用者、市民等の責務等 

市、自転車利用者、市民等の責務及び自転車小売業者の役割を明確に定めます。 
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⑶ 自転車交通安全教育 

市は、自転車の安全な利用に関する教育（以下「自転車交通安全教育」といいます。）

及び啓発を行うとともに、市内小中学校の児童及び生徒の発達段階に応じた自転車交

通安全教育を行うものとします。また、学校の設置者及び長は、児童、生徒又は学生

に対し、その発達段階に応じた自転車交通安全教育を行うよう努めるものとします。 

⑷ 自転車損害賠償保険等への加入 

市は、自転車利用者又はその保護者に対し、自転車損害賠償保険等に関する情報の

提供その他必要な措置を講じ、当該保険等への加入の促進を図るものとします。また、

自転車利用者又はその保護者は、自転車損害賠償保険等への加入に努めるものとしま

す。 

⑸ 自転車の押し歩きの推進 

自転車利用者は、歩行者が頻繁に通行する歩道、横断歩道及び駅前広場では自転車

の押し歩きをするよう努めるものとします。また、市は、関係団体及び警察その他の

関係機関と連携協力し、歩行者が頻繁に通行する時間帯を中心に、駅前広場並びに歩

車分離信号及びスクランブル信号の横断歩道において、自転車の押し歩きが推進され

るよう、自転車利用者に対し、啓発及び指導を行うものとします。 

⑹ 道路環境等の整備 

市は、国、県及び警察その他の関係機関と連携協力し、自転車を安全に利用するこ

とができる道路環境等の整備に努めるものとします。 

⑺ 指導及び助言 

市長は、自転車が関係する事故を未然に防止するため必要があるときは、自転車利

用者又はその保護者に対し、警察と情報の交換その他の連携を図りながら、必要な指

導及び助言を行うことができるものとします。 

３ 施行期日 

平成２９年９月１日から施行します。 
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第３０号議案 第四次草加市総合振興計画 基本構想及び第一期基本計画の一部改定につ

いて 

１ 目的 

にぎわいを創出し、本市のまちづくりを発信していくため、新たな企業の誘致に向け

た必要な取組を進め、企業誘致推進エリアを形成することについて基本構想に定めると

ともに、所要の整備を行うものです。 

２ 内容 

⑴ 「新たな企業誘致に向けた必要な取組」の位置付け（基本構想） 

にぎわいを創出し、本市のまちづくりを発信していくための方策の一つとして「新

たな企業の誘致に向けた必要な取組を進めること」を位置付けます。 

⑵ 「企業誘致推進エリア」の形成（基本構想） 

東埼玉道路周辺の一団を「企業誘致推進エリア」と位置付け、自然環境や周辺環境

と調和した企業誘致による計画的な土地利用を図り、雇用の創出や地域経済の活性化

などに取り組むものとします。 

⑶ その他（基本構想及び第一期基本計画） 

松原団地駅の駅名の改称に伴い、次のように駅名を改めるなど所要の整備を行いま

す。 

「松原団地駅」→「獨協大学前＜草加松原＞駅」 

３ 施行期日 

公布の日から施行します。ただし、駅名の改称については、平成２９年４月１日から

施行します。 
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＜将来都市構造図＞ 
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第３１号議案 公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

公平委員会委員木村博行氏は、平成２９年５月５日をもって任期満了となるので、引き

続き同氏を公平委員会委員に選任したく、地方公務員法第９条の２第２項の規定により、

議会の同意を求めるものです。 

 

 

報 告 

第１号報告 専決処分の報告について 

１ 事故の概要 

平成２８年６月２０日午後１時２３分頃、選挙管理委員会の職員が公務のため公用

車で八潮市の市道を走行中、草加市稲荷六丁目５番３１号地先の交差点を右折しよう

としたところ、当該交差点を行き過ぎたため公用車を後退させた際、後方で停車して

いた自動車に接触し、当該自動車の運転者を負傷させたものです。 

２ 損害賠償の額 

  ９８６，５８０円 

３ 専決処分日 

  平成２８年１２月２６日 

 

第２号報告 平成２９事業年度草加市土地開発公社事業計画書及び予算書の提出について 

第３号報告 平成２９年度公益財団法人草加市体育協会事業計画書の提出について 

第４号報告 平成２９年度公益財団法人草加市文化協会事業計画書の提出について 


